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○室戸市海洋深層水給水施設設置及び管理条例 

平成１２年３月３１日 

条例第３０号 

改正 平成１２年９月２９日条例第４７号 

平成１４年１２月２７日条例第２１号 

平成１８年１２月２７日条例第３７号 

平成２０年３月２５日条例第１４号 

平成２６年３月２４日条例第９号 

令和元年７月５日条例第２０号 

令和２年３月２４日条例第１３号 

令和２年１２月１８日条例第３４号 

令和３年３月２３日条例第１３号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

の規定に基づき、室戸市海洋深層水給水施設（以下「施設」という。）の設

置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置の目的） 

第２条 海洋深層水（室戸市室戸岬町高岡沖水深２００メートル以深の海洋深

層水をいう。以下同じ。）は、本市の貴重な地域資源であり、その特性を生

かし、基幹産業である水産業及び農林業分野の総合的振興をはじめ、食品等

の製造分野、医療・健康・美容分野など、多方面における有効利用を図ると

ともに、新たな産業の創出及び企業誘致を推進し、地元雇用の増大等による

経済波及効果や地域住民の健康増進、交流人口の増加を促進することによっ

て地域の活性化を図ることを目的として設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 
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室戸海洋深層水アクア・ファーム 室戸市室戸岬町字キシバエ３５０７番地１ 

（施設の区分及び数量） 

第４条 施設の区分及び数量は、別表第１のとおりとする。 

（業務） 

第５条 第２条の施設の設置目的を達成するため次の業務を行う。 

（１） 海洋深層水並びに海水淡水化装置から製造する脱塩海洋深層水及び

濃縮海洋深層水（以下「深層水」という。）の給水に関すること。 

（２） 深層水の情報収集及び発信に関すること。 

（３） その他施設の設置目的を達成するため必要な事業に関すること。 

（給水対象） 

第６条 深層水の給水対象は、次に掲げる項目について、深層水の給水の許可

を受けた者（以下「使用者」という。）自らが直接使用する場合とする。 

（１） 深層水商品の開発研究 

（２） 深層水商品の製造 

（３） 水産業の振興における使用 

（４） 農林業の振興における使用 

（５） 健康増進・交流施設における使用 

（６） 医療機関における疾病治療の使用 

（７） 学校教育における使用 

（８） 一般家庭における営利を目的としない使用 

（９） その他本市の地域振興及び市民の福祉増進に寄与すると認められる

使用 

（給水量） 

第７条 前条の給水対象区分の給水量は、施設の給水能力の範囲内とする。た

だし、本市の水産業の振興のための給水能力は、日量２，０００立方メート

ル以上とする。 

（給水の申込み） 
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第８条 深層水の給水を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あ

らかじめ市長に申し込み、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定については、地域振興を図るうえからも室戸市内及び高知県内

の申請者を優先し、高知県外の申請者にあっては、本市への直接的な経済波

及効果があると認められる場合に限り、適用する。 

（給水） 

第９条 市長は、深層水の給水を制限し、又は停止しようとするときは、あら

かじめ、その日時及び理由を使用者に予告するものとする。ただし、緊急や

むを得ない場合は、この限りでない。 

２ 市は、給水の制限又は停止により、使用者に損害があってもその責めを負

わない。 

（権利義務の譲渡禁止） 

第１０条 使用者は、この条例に基づく権利又は義務を第三者に譲渡してはな

らない。 

（名称等の変更） 

第１１条 使用者は、その住所、名称、氏名又は代表者の氏名に変更があった

ときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、その住所を高知

県外に変更しようとするとき、また、合併により使用者の権利及び義務を承

継しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。 

（使用の休止及び廃止届） 

第１２条 使用者は、使用を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじ

め、その旨を市長に届け出なければならない。 

（給水の停止） 

第１３条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水の許

可を取り消し、又は給水を停止することができる。 

（１） 許可した使用目的以外に深層水を使用したとき。 

（２） 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。 
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（３） 許可後、１年以内に許可に係る行為及び事業を開始しないとき又は

１年以上引き続き当該行為及び事業を休止するとき。 

（４） 使用料を納期限までに完納せず、かつ、期日を指定して督促しても

なおこれを納入しないとき。 

（５） 使用料の徴収を免れようとして不正の行為をしたとき。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく許可の

条件に違反したとき。 

（使用料） 

第１４条 深層水の使用料は、別表第２及び別表第３のとおりとする。ただし、

第６条第１号に規定する使用者の使用料は、無料とする。 

（使用料の減免） 

第１５条 市長は、特に必要があると認められるときは、使用料を減免するこ

とができる。 

（遅延損害金の徴収等） 

第１６条 使用者が使用料を納期限までに納入しない場合において、市長が期

限を指定して督促したときは、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数

に応じ、その未納金に対して延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合

をいう。）に、年１パーセントを加算した割合。ただし、当該加算した割合

が年７．３パーセントを超える場合は、年７．３パーセントの割合）に年７．

３パーセントを加算した割合（納期限の翌日から督促状に指定した期日まで

の期間については、延滞金特例基準割合に、年１パーセントを加算した割合）

を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収する。 

２ 前項の遅延損害金を計算する場合において、その計算の基礎となる未納金

に１，０００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 

３ 第１項の遅延損害金の額に１００円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てる。 
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（過料） 

第１７条 使用者が、不正な行為により使用料の徴収を免れたときは、その徴

収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を

超えないときは、５万円とする。）以下の過料を科する。 

（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第４７号） 

この条例は、平成１２年１２月１日から施行する。 

附 則（平成１４年条例第２１号） 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年条例第３７号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第１４号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年条例第９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２５年度分までの延滞金については、なお従前の例による。 

附 則（令和元年条例第２０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年条例第１３号） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第３の規定は、この条例の施行の日以後の給水に係る使用料

について適用し、同日前の給水に係る使用料については、なお従前の例によ
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る。 

附 則（令和２年条例第３４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条から第４条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施

行の日以後の期間に係る延滞金又は遅延損害金について適用し、同日前の期

間に係る延滞金又は遅延損害金については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年条例第１３号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

施設の区分及び数量 

施設の区分 数量 

管理棟 １棟 ４８２．２４m２ 

取水施設 １棟 １２８．５５m２ 

附帯施設 １棟 １０４．８７m２ 

別表第２（第１４条関係） 

深層水の使用料 

給水

方式 

給水対象区分 使用料（１m３当たり） 

海洋深層水 脱塩海洋深層水 濃縮海洋深層水 

市内使

用者 

市外使

用者 

市内使

用者 

市外使

用者 

市内使

用者 

市外使

用者 

スタ

ンド

給水 

基本料金 車両１日当

たり 

１６５

円

２７５

円 

小口１回当

たり 

１１０

円

２２０

円 

深層水商品の製造（第 ５９４ ７１５８，０３９，６８８，０３９，６８
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６条第２号関係） 円 円 ０円 ０円 ０円 ０円 

水産業の振興におけ

る使用（第６条第３号

関係） 

１１円 ７１５

円 

８，０３

０円

９，６８

０円 

８，０３

０円

９，６８

０円 

農林業の振興におけ

る使用（第６条第４号

関係） 

５９４

円

７１５

円 

８，０３

０円

９，６８

０円 

８，０３

０円

９，６８

０円 

健康増進・交流施設に

おける使用（第６条第

５号関係） 

医療機関における疾

病治療の使用（第６条

第６号関係） 

学校教育における使

用（第６条第７号関

係） 

一般家庭における営

利を目的としない使

用（第６条第８号関

係） 

その他本市の地域振

興及び市民の福祉増

進に寄与すると認め

られる使用（第６条第

９号関係） 

５９４

円

― ８，０３

０円

― ８，０３

０円

― 

別表第３（第１４条関係） 

深層水の使用料（専用管・パイプライン給水（水産業の振興を除く。）） 



8/8 

海洋深層水使用料（１箇月あたり） 

基本使用水量 料金 超過使用水

量 

超過料金 

１，０００m３まで １９８，０００円１m３につき ５９４円

１，０００m３を超え１００m３ごと

に 

１９，８００円

深層水の使用料（専用管・パイプライン給水（水産業の振興）） 

海洋深層水使用料 

使用水量 料金 

１m３につき １１円

 


